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 2025年11月28日 

各 位  

会 社 名   株式会社エルアイイーエイチ 

（コード番号 5856 東証スタンダード市場） 

代表者名 代表取締役社長   山口 和也 

問合せ先 取締役       三浦 功 

（TEL．03－6458-6913）   

 

連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社創研の全株式を譲渡する

ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式譲渡の理由 

 当社は、2025年 9月 30日に「改善計画・状況報告書」を公表いたしました。 

「改善計画・状況報告書」において、グループ全体の健全性および効率性を高める観点から、子会社

の統廃合・再編を検討する方針を示しております。 

このたび、方針の一環として、グループ経営資源の最適配分および事業ポートフォリオの再構築を

進めており、教育事業につきましては、市場環境や収益性等を総合的に勘案のうえ、グループとして

事業規模を縮小する方針を決定いたしました。 

当該事業を運営する子会社の株式を譲渡することにより、管理体制の効率化および経営のスリム化を

図り、グループ全体としての経営効率とガバナンスの一層の向上を目指すものです。 

 

２．異動する子会社の概要 

（１）名称 株式会社創研 

（２）所在地 大阪府大阪市城東区東中浜四丁目９番１５号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 大洞 隆宏 

（４）事業内容 学習塾・教育機関用教材の販売 

（５）資本金 100 百万円 

（６）設立年月 1981 年 12 月３日 

（７）株主及び持株比率 株式会社エルアイイーエイチ 83.07％ 

（８）上場会社と 

当該株主の関係 

資 本 関 係 当社は当該会社の 83.07%を保有しております。 

人 的 関 係 当該会社に役員を派遣しております。 

取 引 関 係 
当社は、当該会社との間で、経営支援の提供等を行っ

ております。 

（９）当該子会社の最近３

年間の経営成績 

決 算 期 2023 年３月期 2024 年３月期 2025 年３月期 

純 資 産 △139 百万円 △139 百万円 △142 百万円 

総 資 産 89 百万円 87 百万円 111 百万円 
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１株当たり純資産 △403 円 50 銭 △404 円 63 銭 △413 円 66 銭 

売 上 高 544 百万円 533 百万円 553 百万円 

営 業 利 益 16 百万円 １百万円 △０百万円 

経 常 利 益 15 百万円 ０百万円 △２百万円 

当 期 純 利 益 14 百万円 △０百万円 △３百万円 

１株当たり当期純利益 43 円 27 銭 △１円 21 銭 △９円 08 銭 

 

３．株式譲渡相手先の概要 

（１）名 称 株式会社マナビバ 

（２）住所 東京都中央区銀座一丁目 22 番 11 号 

（３）代表者の役職・指名 代表取締役 前田 祐樹男 

（４）事業内容 各種セミナー、研修会、勉強会等の企画、開催、運営及び管理 

（５）資本金 １百万円 

（６）設立年月日 2022 年８月 19 日 

（７）純資産 ０百万円 

（８）総資産 ２百万円 

（９）大株主及び持株比率 前田 祐樹男 100％ 

（10）上場会社と当該会社の

関係 

当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はご

ざいません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、記 

載すべき取引関係はございません。 

 

４．譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数 286,600 株 

（議決権の数 286,600 個、議決権所有割合 83.07％） 

（２）譲渡株式数 286,600 株（議決権の数 286,600 個） 

（３）譲渡価格 1 円。 

本件株式譲渡価額の妥当性を確認するため、第三者算定機関に株式価値

算定を依頼し、株式価値算定書を取得しております。 

 当社は、当該算定結果を参照するとともに、対象子会社の財務状況、将

来の事業計画、保有資産の状況および譲受人との協議内容等を総合的に勘

案し、本譲渡価額が妥当であると判断しております。 

また、本件取引に係る利益相反となる関係者は存在しておらず、当社は

社内における検討・審議を経たうえで、取締役会において本件取引条件を

決議しております。 

（４）異動後の株式数 ０株（議決権の数０個、議決権所有割合０％） 

 

５．日程 

（１）取締役会決議 2025 年 11 月 28 日 

（２）株式譲渡契約日 2025 年 12 月下旬（予定） 

（３）株式譲渡期日 2025 年 12 月下旬（予定） 

 

６．今後の見通し 

  本株式譲渡による当社の 2026 年３月期の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、影

響額が確定した時点で、速やかに開示いたします。 

 

以上 


